
障害児支援の見直しに関する検討会（第6回）  

平成20年6月10日（火）15：30～什3  

厚生労働省5F共用第7会議  
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1）ライフステージを通じた相談■支援について   
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3  閉会  

【配布資料】  

資料1 ライフステージを通じた相談・支援について（検討資料）  

資料2  
／／  

資料3 家族支援の方策について  

資料4  
／／  

資料5 第5回検討会の指摘事項について  
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4．ライフステージを通じた  
相談■支援  

～検討資料～   



検討項目（案）  

（1）市町村、専門機関による相談支援の方策   
身近な市町村における相談・支援の充実が必要ではないか。あわせて、  

専門機関や都道府県が専門的な相談一支援を行い、市町村を支援すること  
としてはどうか。   

障害児（グレーゾーンの者を含む）やその保護者が、自分にとって身近  
な（敷居の低い）ところで、専門性のある相談支援を受けられるようにす  
るためには、どのような方策が考えられるか。  

（2）関係者の連携強化   

障害児については、保健・福祉一散育など様々な関係者が支援を行うも  
のであり、また、子どもの成長に応じて関係者も変わることから、障害者  
自立支援協議会の活用等を通じて、関係者の連携を強化する施策が必要で  
はないか。   



（3）個別支援計画づくり  

■ 障害の発見時、入学時、進学時、卒業時などにおける個別支援計画  

づくりや関係者による支援会議の開催を強化すべきではないか（サー  
ビス利用計画貴を活用）。  

・  一貫した支援のため、個人情報保護に留意しつつ、障害児について  
の支援の情報を関係機関で継続して共有する仕組みが必要ではないか。   



4．ライフステージを通じた  
相談・支援  

（参考資料）   



障害児の相談支援体制  

関係機関一施設  

関係機屈   

・発達障害者支援センター  

（都道府県）  

■児童相談所（都道府県）  

l  
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・障害児入所施設  

■障害児通園施設  

・児童デイサービス事業  
l  

l  l  l  l  l  

・市町村保健センター  等  

※サービス利用計画作成真の対象者は特に計画的な自立支援を必要とする者  

（乳幼児期から学齢期、学齢期から就労への移行等、生活環境が大きく変わる場合も含まれる）   2   



地域自立支援協議会について  
【概要】  

市町村が、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中  
核的役割を果たす協議の場として設置する。［交付税］  

【実施主体】  

市町村（①複数市町村による共同実施可②運営を指定相談支援事業者に委託可）  

【主な機能】  

①地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議  

②困難事例への対応のあり方に関する協議、調整  
③地域の社会資源の開発、改善  

※ 都道府県においても、都道府県全体のシステムづくり等のため、自立支援協議会を設置。   

サーゼス事鞘 関 

＿r  

事者  
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障害者自立支援協議会 の運営例  

運営のイメージ  
地域自立支援協議会の設  

置形態、運営方法（専門部  
会の運営等）は、地域特性  
を反映して多様に展開され  

ている。  

全体会  
就労部会  暮らし部会  

住まい部会   

（例）  

※部会を設置し、それぞれの   
テーマごとに、個別支援事例   
で確認された地域課題の協議   

等を行うことが考えられる   

※要保護児童対策協議会、特   
別支援教育のための協言義会   

との連携も考えられる  

定例会  
n  

＼ ／′ノノ  

運営会議（事務局会議）  

ニーズ・課題  

困難ケース等  

Aさんの  Dさんの  

個別の  
支援会議   

個別の  
支援会議  連携強化・システムの構築   
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岩手県の地域自立支援協議会 の設置状況  
（H20．6現在）  

35／35市町村（100％）  ○ 協議会の設置市町村数  

25／35市町村（71．4％）   

10市町村（28．6％）  
」■ト ニ r 」■l■■」■L 二 1■rt■」■L l■L  

○ 児童関係部会の設置状況  

【児童関係部会の実働市町村】   

北上市  子ども部会  

障がい児支援部会  

障害児部会  

療育分科会  

二戸圏域（二戸市、一戸町、軽米町、九戸村）   ‥…  

花巻市  
＝＝＝＝＝■■■－  

久慈圏域（久慈市、洋野町、普代村、野田村）   ‥…  

15市町村（42．9％）  
■ ■ ■ ■ ＝ ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

■ ■ ■ ■ 暮 1 ■ ■ ▼ t t ■ ■ ■ t  

【今後動き出す予定の部会】   

西和賀町   

奥州市  

こども部会  

療育部会  

こども支援部会  

児童部会  

児童支援部会  

発達支援部会  

一関圏域（一関市、平泉町、藤沢町）  …＝…＝＝＝一  

気仙圏域（大船渡市、陸前高田市、住田町）  ‥・・t  

釜石圏域（釜石市、大槌町）  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

宮古圏域（宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、川井村）‥  
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相談支援事業の実施状況について  

1市町村相談支援の実施状況  （19年4月1日現在）   

○実施主体  市町村直営25％   委託58％   直営＋委託17％  

（相談支援事業者への委託）  

2 都道府県自立支援協議会の設置箇所数  （20年5月20日現在）  

45ケ所／47都道府県 ＝  95．7％  

3 地域自立支援協議会の設置箇所数  （19年12月1日現在）  

904ケ所／1，821市町村 ＝  49．6％  

（19年4月1日現在）  4 指定相談支援事業者数  

2，523事業者   

（19年4月1日現在）  5 サービス利用計画作成真の支給決定者数  

1，429人   
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ライフステージに応じた相談支援  

高校  
「  

】  

】  

】  

小学校   乳幼児期  早
期
発
見
・
早
期
対
応
 
 

個別の教育支援計画  

※1個別支援計画は、利用者のライフステージの変化により、一定期間集中的な支援が必要である者等について相談支援事業者等が作成。  

※■2個別支援計画の作成については、サービス利用計画費を活用することが可能。  
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情報の共有化の取組例  
＿＿＿－－－一－●－－－■■■－■■●■■■■－－一－■■一■■－●■■－【－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－¶一－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－■■一一－－■●－－‾‾‾‾‾「  

l  

t  

○湖南市 の発達 システム  

・ 「発達支援室」が核となり、関係課と連携して個々のケースをコー   

ディネート。個別指導計画を作成し、情報を共有化している。  

関係課＝・乳幼児健診（健康政策課）、保育（子育て支援課）、教  
育（教育委員会）、生活支援（社会福祉課）、就労支援  

1  1  I  l  l  l  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿J  

（産業振興課）  
■一－■－■■■－－－一一－■－－－一一－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－一一－－－－－－一一一一－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－■■■■－■●●－■■－‾‾  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  1  1  1  

1  

1  1  1  

I  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

l  

1  1  

I  

l  

1  

1  

1  

1  

1  

1  1  

1  

1  1  1  

P∴9   

のだんだんファイル  

・子どもの支援や相談の情報をファイリングし、保護者が保管。   

このファイルを関係機関が見ることにより、情報を共有化している。   

記載されている内容 ■■・ 成育歴、相談の記録、保育■教育の  
記録、そだちの記録  

とも可能  より関係機関が記述したものをファイルする  
● － ■ ■l■ ■■ ■ － － ● － － ■l■ ■ ■ － 一 一 － － － － － ■－ － － － － － － － － － ■■ ●■l■■ － ■ － 一 ● ■ － － ■ － － ■● ■■ － ■■ 一 ■ － ■ ■  

※保護者の記述が基本。保護者の依植l  
－－■一一－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－■■■■■■一－－■■  



湖南市発達支援システム  
■ 

脚ク式、士鵬．左脇£  
Pノ・紺野／／rPノノごよ名 働  

岩穿貞監／J⊂  ＿』勤  

勉∃  
芝／仁   

ア1雌／／∫  
＿．．．▲′フの虐此  

社会福祉課  

産業振興課  

市教育委員会  

子育て支援課  

健康政策課   



湖南市における発達支援に必要な情報の共有化  

1．オープンな会議室   
各機関へのメッセージ送信と返信、個別指導  

計画の様式のダウンロード、国の動向へのリンク、  

研修に関する情報提供   

2．クローズな会議室   

個別の子どもに関する指導情報の蓄積と共有  

【出典】「特別支援教育研究2008年6月号」の特集記事より、厚生労働省が抜粋して作成  
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松江市における障害等のある乳幼児への一貫した支援体制 基本構想図（H19）  

★その他連携をしている機関；島根県立教育センター・中央児童相談所・医療機関・保健所・発達障害者支援センター（出雲市い頼の会等   
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発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業（新規）  
平成20年度予算綾  503，052千円  

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、各種教員研修、外部専門家の巡回・派遣、厚労省との連携による一貫した支  
援を行うモデル地上或の指定などを実施することにより、学校（幼小中高持）の特別支援教育を総合的に推進する。  

文 部 科 学 省  厚生労働省  

（厚労関係機関からの支援）  
7都道府県に委D属  

特別支援教育推進地域  邑貞声眉  
昌l弓声貞  

発達障害者   
援センター  

ハローワークな  

ど  

■■一－1－ ●■  

－●■一一■－■・－■  

－■■■〆－■■疇●～I  
▼l【■、－■■一1■→  

▼▼t蘭■・－一一■・t  

I＿■■■■い■【■■■  

■二丁■■‾■t】■■1ロー   

叫棚仙u柵Ir  

発達障害情報 セ  
ンター  

（厚労省H19～）  

外部専門家（医師・大学教 特別支援連携協議会（教  
員・心理士等）による学校へ育と福祉ネットワークの協働）  
の巡臥派遣指導 

∇ 
．．．．．，．，．．．‥．．．．．・・…………．．‥．． ．．．．．． 

．．．．．． ．．，．．．．．  

教員研修  

幼・小・中・高の教員、管理  
職、支援員、コ一子ィネ一夕等へ  
の研修に拡充  

デル地域（厚  
地域住民への  

解■啓発  
学生支援員の活用  

教員養成大学等の学生に  
よる学校の支援  

児期から成人期に至るまで一貫した支援】  
ヽゝ古．．  

〃／ 軒戯絶  

ゃ渚   1 福祉 デ  

相談支援ファイルの活用  
発達障害教育情報センター  

鳩護者が持ち関係者間で‾景 保健、福祉、医療機関と  L●●■壷‘【＿⊥」⊥一＿＼  （（独）国立特別支援教育総合研究所に設置）  
した博幸旺共有）  

の連携協議会  ．．． ．．・・  特別支援学校（セ   

ンター的機能）  

幼稚園・高等学校を含め、学  
校への助言・援助機能を強  
化。  

● ■● ●●●●  

■●●●●－●●●■  
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相談支援ファイルとは  
相談支援ファイルとは、早期から就労に至る一貫した支援のために、行政が保護者に漉し、保護者が所持する  
ファイルである。  

＜これまでの問題点＞  

発達障害者支援法の要請である「早期発見ヰ期支援」を実現するためには、保護者や本人を支援する関係  
者（医療、保健、福祉、保育、教育関係者）が、バラバラに対応するのではなく、連携して行う必要があるが、現  
実には情報の共有などの面で困難を伴っている。  

相談支援ファイルの作成・配付  

●市町村が作成■配付  

●保護者が保持  

●内容  

・対象児のプロフィール   

■個別の教育支援計画   

■子ども成長の様子  

・医師の診断記録   

t相談記録 など  

（期待される効果）   

■一貫した支援の推進  

・保護者の外部説明の援助  

・保護者への情報提供  

・情報の共有・保持  

・行政の責任ある対応  など  
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平成20年度「発達障害等支援・特別支援教育総合推進事業」推進地域・グランドモデル地域一覧  

（平成20年4月現在）  
NO 都道府県名  推進地域  グランドモデル地域   

口  北  海  道  札幌市を除く道全域   名寄市   
2  青  森  県  県全域  き 県全域   
3  岩  手  県  県全域   二戸市、一戸町、軽米町、九戸村   
4  宮  城  県  女川町、登米市、気仙沼市、高三陸町、本吉町   白石市   
5  秋  田  県  県全域   横手市   
6  山  形  県  県全域   Ⅶ形市   

南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町、田村市、小  
野町、三春町、本宮市、大玉村、南相馬市、飯舘村、  

7  福  島  県    白河市、西郷村、中島村、矢吹町、泉崎村、棚倉町、  
塙町、矢祭町、鮫Jlt村   

8  茨  城  県  県全域   土浦市   
9  栃  木  県  茂木町、芳賀町、佐野市   足利市   

高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、吉井町、神流町、  
上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長  

10  群  馬  県    野原町、嬬恋村、草津町、六合村、高山村、東吾妻  
町   

m  埼  玉  県  県全域   戸田市、本庄市   
流山市、富里市  12  千  葉  県  ；  

浦市  
13  東  京  都  品川区、足立区、板橋区、立jll市、青梅市、日野市、 武村山 

蔵市、羽村市、小平市、日の出町   
相模原市、鎌倉市、大和市、海老名市、綾瀬市、座  
闇市、平塚市、伊勢原市、秦野市、大磯町、南足柄  

14  神 奈 川 県    市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、小田  
原市、箱根町、湯河原町、真鶴町、厚木市、愛川町、  
清川村   

15  新  潟  県  県全域   柏崎市   
16  富  山  県  県全域   滑川市、舟橋村、上市町、立山町、富山市   
17  石  川  県  金沢市を除く県全域  加賀市   

18  福  井  県  県全域   永平寺町   
19  山  梨  県  県全域  甲府市   
20  長  野  県  県全域  駒ヶ根市、塩尻市   
21  岐  阜  県  県全域   県全域   
22  静  岡  県  掛川市 吉田町 小山町   菊川市   
23  愛  知  県  稲沢市、吉浜市、蒲郡市   稲沢市、高浜市  

いなべ市、亀山市   
24  三  重  県   

和町、鳥羽市、伊賀市、名張市、紀宝町   

25  滋  賀  県   県全域   近ラ工八幡市、東近江市、安土町、日野町、竜王町、  
甲賀市、湖南市   

26  京  都  府  府全域  綾部市、舞鶴市   
池田市、箕面市、豊能町、吹田市、守口市、大東市、  岸和田市  
交野市、東大阪市、八尾市、柏原市、富田林市、河  

27  大  阪  府              内長野市、大阪狭山市、泉大津市、高石市、岸和田  
市、泉佐野市、泉南市、寝屋川市  

28  兵  庫  県  県全域  神戸市を除〈県全域   
29  奈  良  県  県全域   橿原市   
30  和 歌 山 県  県全域  海南市   
31  鳥  取  県  県全域  三朝町   
32  島  根  県  県全域   斐川町   
33  岡  山  県   県全域   笠岡市、津山市、真庭市、美作市、鏡野町、勝央町、  

奈義町、久米南町、美咲町、新庄村、西粟倉村   
34  広  島  県  県全域  呉市、尾道市、三次市   
35  山  口  県  県全域  県全域   
36  徳  島 ＿県」  県全些′ん＿  徳島市、鳴門市   一’   
37  香  川  県  県全域   小豆島町、土庄両 
38  愛嫁県  東温市   

南国市、土佐市 須崎市 大豊町 本山町 土佐町  香美市 香南市  
大神村、いの町、日高村、越知町、佐川牒丁、仁淀川  

高知県   

芦屋町   
40  福  岡  県   

町、築上町、上毛町、吉富町、八幡西区、若松区、小  
倉北区、小倉南区  

41  佐  貫  県  県全域  神埼市   
42  長  崎  県  堤全域  玉里車   

【、」   

43  熊＿、杢 県  県全些  手械市   
44  大  分  県  県全域                     豊後大野市   
45  宮  崎  県  都城市、延岡市  小林市   
46  鹿 児 島 県  県全埋＿ノ   壷堂島壷   一一〉   
47  沖  縄  県  県全域                 要亘直壷二二二二二   

578市7区623町155村（自治体数＝136訂「   128市1区壱3町15村（自治体数‥227）  



額 円）  

合支援モデル事業   122  

【課題】 
な支援体制を構築する必要がある0  
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平成19・20年度早期総合支援モデル地域  
詳巨‡；ケ  粟津鹿野澤恕極少字ナ」  

府県   平成19年度指定地域   葡簡  
′－≠′∴ ご二∴誓轡；肇努章バ章㍑砿∵パ譜㌫ 半歳乏b車度指前臓  

（17地域：35自治体（2府5県26市3町）  （10地域：14自治体（1府2県8市2町1村）   

茨城県   水戸市   秋田県   秋田県（横手市）   

栃木県   栃木市、大田原市   群馬県   桐生市、藤岡市、昭和村   

群馬県   前橋市   長野県   駒ヶ根市、池田町   

山梨県   山梨県（山梨市、笛吹市、甲州市）   大阪府   大阪府（河内長野市、岸和田市）   

長野県   長野県（塩尻市）   愛媛県   新居浜市   

滋賀県   日野町   福岡県   芦屋町   

京都府   福知山市   鹿児島県   鹿児島県（霧島市）   

大阪府   大阪府（豊能町、池田市、豊中市、高槻市、八尾  
市、富田林市、大阪狭山市、泉大津市、泉南市）   

奈良県   奈良市   

鳥取県   鳥取県（倉吉市、大山町）   

島根県   島根県（松江市）   （注1）地域に府県名が記入されているところは、府県と括弧内  

岡山県   笠岡市   
の市町が連携した事業内容となっている。   

山口県   山口県（宇部市、萩市）   

徳島県   徳島市   

福岡県   久留米市、前原市   
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（平成19年度予算額  

20年度予算額  

21，121千円）  
51，071千円  高等学校における発達障害支援モデル事業  

【課題】 
要がある。  

（20校）  
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平成19・20年度 SNEモデル校（高校モデル校）  
、†ゝ告ご簿さゝ二姦～ぷ宣、’く無わふ嘉一醸東嶺施・か七こ等′」ニ  守浮草∴  

ノiⅣ∴磁溝鹿那㍑㌣∴ゝて洛；∴ざ∴－威転転ふ－壌こポ・l三ド）皐主   g 

都道府県   設置者  
†′中庸う～盲華麗 

知道府療   者   
琶r；学離～6年虔 

（14校：国立2，公立11，私立1）  （11校：公立10，私立1）   

北海道   公立   北海道名寄農業高等学校   北海道   公立   士別東高等学校   

埼玉県   国立   筑波大学附属坂戸高等学校   群馬県   公立   前橋清陵高等学校   

東京都   公立   東京都立世田谷泉高等学校   千葉県   公立   船橋法典高等学校   

東京都   国立   東京学芸大学附属高等学校   新潟県   公立   出雲崎高等学校   

静岡県   公立   静岡県立浜松大平台高等学校   長野県   公立   望月高等学校   

滋賀県   公立   滋賀県立日野高等学校   長野県   公立   下高井農林高等学校   

京都府   公立   京都府立朱雀高等学校   愛知県   公立   衣台高等学校   

大阪府   公立   大阪府立枚方なぎさ高等学校   大阪府   公立   桃谷高等学校   

大阪府   公立   大阪府立佐野工科高等学校   兵庫県   公立   姫路別所高等学校   

和歌山県   公立   和歌山県立和歌山東高等学校   山口県   私立   長門高等学校   

福岡県   公立   福岡県立東鷹高等学校   高知県   公立   高知北高等学校   

福岡県   私立   西日本短期大学附属高等学校  

長崎県   公立   長崎県立鹿町工業高等学校   

熊本県   公立   熊本県芦北高等学校   
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5．家族支援の方策  

～検討資料～   



（1）家族の養育等の支援   

・障害児については、身体的■精神的1経済的な負担を感じている  
家族の支援を行い、親の障害受容 や養育能力を高めていくことが、  
子どもの育ちのためにも重要と考えられるが、どのような支援が必  
要と考えられるか。また、どのように実施していくことが考えられ  
るか。  

■専門家による心理的ケア・カウンセリング  

■通園施設や入所施設における療育方法の指導  

・家庭訪問による家族への相談、療育方法の指導  

一通園施設等における保護者同士の交流、家族会の活動  

・きょうだい支援   

（例）  



（2）レスバイト等の支援  

一 家族の負担感を軽減するため、短期入所等の活用によりレスバイ  
ト（休息的）等の支援を図ることが必要ではないか。  

（3）経済的支援   

・障害児のいる家庭の経済的負担について、現行の軽減措置を踏ま  
え、どのように考えるか。   



5．家族支援の方策  

（参考資料）   



暴虐支援に係る主なサービス  

業名  内容   

（1）個別給付  

（障害児通園施設（※ト児童デイサービス事業における加算）  

【家庭連携加算】   
保護者の同意を得た上で、障害児の居宅等を訪問し、障害児及びその家族等  

に対する相談援助等の支援を行った場合に評価  

継続的にサービス利用していたものの、利用が途絶えた場合に障害児の居宅  

【訪問支援特別加算】  を訪問し、家族等との連絡調整や引き続きサービスを利用するための働きかけ  
等を行う。   

（2）個別給付  

短期入所   
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排  

せつ、食事の介護等を行う事業  

居宅介護   自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う事業   

（3）地域生活支援事業  

日中一時支援事業  障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及  
び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする事業   

※ 障害児通園施設：知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設（通所部）、難聴幼児通園施設  
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牲  塞庭  
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通所利用児童で常時サービスを利用しているが、5日以上連績して利用がなかった場合、その児童の  
居宅を訪問して、家庭の状況を確認し、支援を行った場合に報酬の算定を可能とする。   

加算の算定に当たっては、保護者の了解を得た上で、①引き続き現行のサービスを利用するための  
動機付け、②再アセスメントに基づくサービス利用計画の見直し、③相談支援事業者等へのあっせん・連  
絡調整のいずれかを行うことが必要である（なお、同日に通所し、本体報酬が算定される場合においては、  

l ；同報酬の重複算定はされないものとする0）  
l  

l  

l  L ＿＿＿＿ ＿，＿ ＿＿ ＿＿＿＿ ＿ ＿ ＿＿＿＿＿－－ － －－－－－－ 一 一－－・一一■■ ■ ■ ■■－‾‘■‾ ‾‾‾‾‾‾‾■‾  

○対象施設  障害児通園施設（知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設（通所部を含む）、難聴  
幼児通園施設）、児童デイサービス事業所  

○胴  月2回を限度として、家庭訪問を行った場合に1時間までは187単位、1時間を超える  
場合は280単位を算定する。  
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◆ ペアレントトレヰ去を保護者 が学ぶ  

こと。  

◆特に、障害のある子どもや不適応を示す子どもの保護者は、子育てに  
おける不安、怒り、絶望感、孤立感などから、疲れ、自信をなくし、さらに、  
適切な支援に繋がらない場合、子どもの家庭内暴力や引きこもり等の二  
次障害を引きおこしやすくなる。  

◆ このため、心理療法士等が、保護者に対し個別、または家族やグループ  
による専門指導を行う等、家族支援が必要。  

保護者支援の領域  

◎ 心のケア   

・心理療法、カウンセリング   

◎ ソーシャルワーク（福祉的支援）   

・専門支援、スキルの習得、具体的な解決策   

◎ ペアレンティング（親子関係の再構築）  

■子どもとの関係維持、再構築、家族（再）統合  
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◆ 概ね2～6歳の児童について、1～3か月、  
その母親とともに入園させ 、   

（1）当該児童の克服意欲を助長させる  

（2） 家庭復帰後においてもー貫した適切な 

訓練等の指導方法を確保する。  

◆ 施設退所後においても密接な連携を保つ措置を   

講じる 。  

（昭和40年局長通知）  
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政府出資金の運用益により、民間の創意工夫を活かした、社会福祉を振興するための事業に対する  
支援を行い、高齢者や障害者の在宅福祉、生きがい・健康づくり、子育て支援、青少年の非行防止や健   



日中一時支援事業と短期入所  

○知的障害者一障害児のショートステイ（日中預かり）  

短期入所  

β中一錯男湯写瑳  ○身鱒ビス  

生活介護等   ・日中において監護する者がいないため、一時  

的に見守り等の支援が必要な障害者等の日中  

における活動の場を確保し、障害者等の家族の  
就労支援及び障害者等を日常的に介護している  

家族の一時的な休息を図る。   

好 知的障害者・身体障害者についても利用可。   

（年齢要件を緩和）   

デイサービス  
地域活動支援センター  
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【利用者】  

○ 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、施設等への短期間の入所を必要とする身体・知的・精神障害者  

l－－－－－－－－－－－－－－－－一一一－－－－－－－－－－－－－－－一－－－一－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一一－－－－－－－－－－－－－－－－■－－－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

l  l  

i① 障害程度区分1以上である者  

1  1  

；②障害児の場合は、障害児に係る厚生労働大臣が定める区分に規定する区分1以上である者  

l  l  

■■ ■ ■ ▼■ ■■－■－▲－ － － －■■ ■ ■■■■ － － －－■●－ －－ － － － －－－－－ － ■－ －－－■－－－●－ － ■一 一 －■●－－■－ － － －、－ －－ －－－ － － －－－－－ －－ － －－－－－ － －－ － － －－－－－ － － － －－ － － －－ － － － － － －－ － － － ■ －－■■■ － ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ － － － ■ ● － － －t ■‾ ■‾ ■‾ ■ ■ ‾ ‾‾ ‾ ‾ 一■  

【サービス内容等】  【人員配置】  

○ 短期入所の利用者を本体施設の数  

とみなした上で、本体施設に必要な人   

員を配置。   

○ 単独型事業所においては、生活支  
援員を必要数。  

○ 入浴、排せつ又は食事の介護等を提供。  

○ 利用者の障害程度区分に応じて報酬単価を設定。  

○ 医療機関で実施する短期入所については別に報酬単価を設定。  

【実施状況】  【報酬単価】  
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障害児のいる世帯に係る利用者負担の軽減  

障害者自立支援法   （特別対策）   （緊急措置）  

（改正児童福祉法）施行時   平成19年4月1日～   平成20年7月1日～   

利用者負担の上限額を   利用者負担の上限額を   利用者負担の上限額を  

・1／2に軽減【適所・在宅】  ・1／4に軽減【通所・在宅】   ・1／8程度に軽減【適所・在宅】  
軽減内容  

・1／2に軽減【入所】  ・1／4程度に軽減【入所】   

・低所得1   ・低所得1  

・低所得2  ・低所得2  

※食費等の実費負担は、一般（所得  
・一般（所得割28万円（注）未満）  

割2万円未満）まで軽減（通所施設・在  ・一般（所得割16万円（注）未満）  ※収入ベースで概ね890万円まで  

宅サービスは学齢期前まで）   ※収入ペースで概ね600万円まで  

対象者  

■ 年収150万円以下   ・収入要件の撤廃   

・資産350万円※以下  一 資産1，000万円以下   
※世帯員が1人増ごとに100万円増  

同左  

実施主体   都道府県等（補助事業） 都道府県等（給付費）  同左   

事業者   社会福祉法人  すべての事業者を対象  同左   

L⊥陸別対策」lこよ星利用量負担対策は平成20年度までの時限措置且魁皇羞担工亜皇呈において〔平成21年度以座も実質的に継続」とされている。  
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【施 時】  【   】  【   】   

1 介蔓保持並ひ原則   2 社会手 止去人軽減  3 特」対策  4  ‡置  

一月  37, 200Pj 

∴・・▲ ∴▲占▲ 



障害福祉サービスに係る利用者負担の比較  
（障害児の場合）  

※ 括弧内は、定率負担＋食費  
（注）障害児世帯の利用者負担は児童福祉法に規定されているが、便宜的に障害者自立支援法と記載している。12   



障害福祉サービスに係る利用者負担の比較  
（障害児の場合）  

※ 括弧内は、定率負担＋食費  
（注）障害児世帯の利用者負担は児童福祉法に規定されているが、便宜的に障害者自立支援法と記載している。13   



○健康保険法等の一部を改正する法律案及び良質な医療を提供する体制の確立  
を図るための医療法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（抄）  

＜平成18年6月13日 参議院厚生労働委員会＞  

六、高額療養費制度の自己負担限度額の在り方について、家計に与える影響、医療真   
の動向、医療保険財政の推移等を踏まえ、検討を加えるとともに、その適用の利便   
に資するため、政府管掌健康保険は把握している情報の速やかな通知に努め、国民   
健康保険においても通知が行われるよう保険者の努力を促すこと。また後期高齢者   
医療制度において広域連合による被保険者への通知が十分行われるよう配慮するこ   
と。さらに、毒室塵療∴毒草介護金蔓制度 と、障害者自立支援法のサービスに係る   
利用者負担とを調整する仕組みについて、今後早期に検討すること。  

○障害者自立支援法の抜本的見直し（報告書）  

＜平成19年12月7日 与党障害者の自立支援に関するプロジ工クトチーム＞  

Ⅲ 見直しの方向性  

1 利用者負担の在り方  
重言止サービス、   及び 立  の   

設けることについて曝、止医療保険における高額療  

に上限弓  

との合算も含めて検討。  

14   



第5回検討会の指摘事項について   



障害児に係る障害者自立支援法のサービスの利用状況について  

◆障害児に係る障害者自立支援法のサービスの利用状況（平成20年1月分国保連データ）  

事業者数（全体）   利用者数（障害児）   総費用額（障害児）（千円）   

児童デイサービス  1，262   35，623   1，033．817   

訪問系サービス  17，134   11，288   704，361  

居宅介護   12，502   9，669   599，467  

重度訪問介護   3，903   15   2，098  

行動援護   720   1，603   102，489  

重度障害者等包括支援   9   307   

短期入所  2，788   3，535   215，966   

（注）事業者数、利用者数は重複を排除していない。  

2   



児童デイサービスの利用状況について  

都道府県別の状況（20歳未満人口1000人あたり利用者数）  

（人） 5．0  

全
国
平
均
1
・
5
 
 
 

0．0  
北青岩宮 秋山福茨栃群埼千乗神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島 島岡広山徳香愛高福佐長熊 大宮鹿沖  
海森手城 田 形烏城木 馬玉葉京葉潟山川井梨野阜岡知室賀都阪庫良歌取根山鳥 口 島川媛知同 賀 崎本分崎児縄  

道  川  山  鳥  

【出典】国保連データ（平成20年1月分）。20歳未満人口は人口推計（総務省）による平成19年10月1日の計数。  
3  



特別児童扶養手当受給者数に占める障害児保育対象児童数の割合  
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4  
（出典）厚生労働省雇用均等・児童家庭局調べ   



障害者の就職後の勤続状況について  

【常用雇用障害者の勤続年数】  

○ 身体障害者及び知的障害者の勤続年数は、常用雇用労働者全体と比較して7～8割程度の期間となっ   

ている。   

○ 精神障害者の勤続年数は、常用雇用労働者全体と比較して3割程度、身体障害者や知的障害者と比較   
しても短い期間となっている。  

①各障害種別全体   ②常用労働者   比率（②／①）   

身体障害者（全体）   10年0月   12年2月   82．2％   

身体障害者（男）   10年10月   13年5月   80．7％   

身体障害者（女）   7年6月   9年0月   83．3％   

知的障害者（全体）   9年3月   12年2月   76．0％   

知的障害者（男）   9年1月   13年5月   67．7％   

知的障害者（女）   9年3月   9年0月   102．8％   

精神障害者（全体）   3年9月   12年2月   30．8％   

精神障害者（男）   5年0月   13年5月   37．3％  

5   
（出典）平成15年度障害者雇用実態調査  



児童数  義務教育段階における特別支援教育の対象となる  

全体 約1，082万人  

○特別支援学校（小・中学部）   

特別支援学校在籍児童生徒数  58，285人  

○小・中学校   

特別支援学級在籍児童生徒数  113，377人  

児童生徒数   通級による指導を受けている   45，236人  

6   



第6回障害児支揺び）見直しに問する検討会   

平成20勺二6J＝110「】（火）  参考賢料l   

早期療育の取り組み  

《重症心身障害児療育相淡センター》  

社会福祉法人  

仝し甘重症尤、身ド甘ri；：～lJ（者－）を‘こ‘J：る会  

昭和40年 39年団体設立後直ちに療育相談を始める。  

昭和44年 重症心身障害児療育相談センターを建設  

三宿診療所を設置し 療育相談を始める（地方への巡回）  

障害児の粒子通園を始める  

昭和45年 東京都から肢体不自由児通園事業（あけぼの学園）が認められる  

平成元年  重症心身障害児通園適所事業となる。（平成15年A型）  

◇療育相談センターの役割  

ライフステージに応じ在宅支援の実施  

診療所  外来診療  
幼児・就学児の早期療育への取り組み   

（療育相談室）  外来療育相談・巡回療育相談  

乳幼児からの就学前の療育の場   乳幼児からの通園により、社会件・機能の発達を支援  

①支援学校卒業後の生活の場として適所利川  
あけぼの学園       学校卒業後の療育・日中活動の場  

②必要に応じて日中¶一時支援事業（日中預り）の利川  

地域交流   保育園・′ト中高学生との交流、ボランティア  



全国重症心身障害児（者）を守る会の取り組み  

訪問者護・健診  

（東ノ；‡胡i委託fl三宅重症心身髄持封l甘椚勅＝り小二業）  

・短期入所  

・適所事業  

・外来診療  

・療育相談  

・施設入所  

（重症心身障害児通園）   
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